
四日市市楠避難会館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第３１号 

   四日市市楠避難会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 四日市市楠避難会館条例施行規則（平成１７年四日市市規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

 



四日市市楠避難会館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年 月 日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第  号 

   四日市市楠避難会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 四日市市楠避難会館条例施行規則（平成１７年四日市市規則第１４号）の一部を次

のように改正する。



第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係）

四日市市長

◎申請者情報

下記のとおり施設を使用したいので申請します。

◎使用情報

◎使用一覧

8

10

9

7

6

5

2

4

3

減免理由：楠避難会館条例施行規則第１０条第１項の規定による

計

備考

1

減免 割増
室場（備品）

使用時間

使用日 使用料
金額

延長

請求合計額

収納済額

支払方法

四日市市楠避難会館　使用許可 ・　使用料減免　申請書
受付番号

申 請 日

代 表 者 名

連絡先電話 番号

利 用 者 番 号

利 用 者 名

代表者電話 番号

連 絡 先 名

使 用 人 数

使 用 施 設

使 用 目 的

連 絡 先 住 所

代 表 者 住 所

 



第２号様式を次のように改める。 



第２号様式（第７条関係）

◎申請者情報

下記のとおり、施設の使用を許可します。

◎使用情報

◎使用一覧

上記のとおり領収しました。

楠交流会館　四日市市楠町北五味塚1211-1

　 現金取扱員

使用料領収済印

使 用 人 数

使 用 施 設

使 用 目 的

許 可 日

連 絡 先 住 所

連絡先電話番号

金額
延長

請求合計額

収納済額

連 絡 先 名

四日市市長（公印省略）

四日市市楠避難会館　使用許可 ・　使用料減免決定　書
受付番号

申 請 日

利 用 者 番 号

利 用 者 名

代表者電話番号

代 表 者 名

代 表 者 住 所

支払方法

減免理由：楠避難会館条例施行規則第１０条第１項の規定による

計

備考

1

減免 割増
室場（備品）

使用時間

使用日 使用料

2

4

3

5

7

6

8

10

9

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の四日市市楠避難会館条例施行規則の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠避難会館条例施行規則により

なされたものとみなす。 



第１号様式（第５条関係）

四日市市長

◎申請者情報

下記のとおり施設を使用したいので申請します。

◎使用情報

◎使用一覧

使 用 人 数

使 用 施 設

使 用 目 的

連 絡 先 住 所

代 表 者 住 所

連絡先電話番号

利 用 者 番 号

利 用 者 名

代表者電話番号

連 絡 先 名

四日市市楠避難会館　使用許可 ・　使用料減免　申請書
受付番号

申 請 日

代 表 者 名

金額
延長

請求合計額

収納済額

支払方法

減免理由：楠避難会館条例施行規則第１０条第１項の規定による

計

備考

1

減免 割増
室場（備品）

使用時間

使用日 使用料

2

4

3

5

7

6

8

10

9



第２号様式（第７条関係）

◎申請者情報

下記のとおり、施設の使用を許可します。

◎使用情報

◎使用一覧

上記のとおり領収しました。

楠交流会館　四日市市楠町北五味塚1211-1

　 現金取扱員

使用料領収済印

使 用 人 数

使 用 施 設

使 用 目 的

許 可 日

連 絡 先 住 所
連 絡 先 電 話 番

号

金額
延長

請求合計額

収納済額

連 絡 先 名

四日市市長（公印省略）

四日市市楠避難会館　使用許可 ・　使用料減免決定　書
受付番号

申 請 日

利 用 者 番 号

利 用 者 名

代 表 者 電 話 番
号

代 表 者 名

代 表 者 住 所

支払方法

減免理由：楠避難会館条例施行規則第１０条第１項の規定による

計

備考

1

減免 割増
室場（備品）

使用時間

使用日 使用料

2

4

3

5

7

6

8

10

9



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行日前に、改正前の四日市市楠避難会館条例施行規則の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠避難会館条例施行規則の

相当規定によりなされたものとみなす。 

（市民生活部市民生活課） 


